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芹 田 地 区 防 災 計 画（風水害編）
（ 自 然 災 害 か ら 命 を 守 る ）

　　　　　防　災　宣　言　　　　　

ま え が き

近年、規模の大きな風水害、地震災害が全国で多発しています。芹田地区に
おける防災活動は、これまで各団体防災会がそれぞれで活動してきました。私
たちは、こうした自然災害に対し芹田地区全体が連携した防災活動により、防
災力の強化が必要であると考え芹田地区自主防災会（以下 “芹田防災会 ”とい
う）を発足しました。

芹田防災会は、市民の命を守るために必要な防災活動を、団体防災会と協議
し市民の声を反映し取りまとめる場であり、芹田地区の規模の優位性を活かし
た事業を実施する団体であります。また、芹田防災会と団体防災会の相互に従
属関係はありません。

芹田地区防災計画は、長野市役所の関係機関の助言を得ながら、長野市地域
防災計画との整合性を図ってきました。本防災計画は、長野市地域防災計画に
おける承認をもって地区防災計画に位置することを念頭としています。

芹田地区防災計画は、市民の自然災害に対する「防災宣言」であり、市民の
防災の決意を表明するものであります。私たちは平時における活動と、発災の
危険の順次に応じた適切な行動をまとめ、市民の連携から地域パワーを発揮し、
市民の命を守ることを目指します。

芹田地区防災計画は、市民のボトムアップにより策定するため、適宜に市民
への説明会を開催し、芹田地区住民自治協議会ホームページにより意見公募を
行いました。

芹田地区防災計画における自然災害は、「風水害」と「地震災害」であり、
初年度では準備時間（リードタイム）が可能な「風水害」を先行着手します。

防災における「自助」は、自分で出来ることを考え備える防災活動の基本で
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あり、「市民一人ひとり」の防災意識は防災計画における最重要課題であります。
私たちは防災意識を醸成するため、平時に定期的な防災学習と訓練の実施、マ
イ・タイムラインの作成、避難場所の備え等を行ない、「自主的でためらい無い、
早めの避難」を実行し、「逃げ遅れゼロ」を目指します。
「共助」は、地域コミュニティーといった周囲の人が協力して助け合うこと
をいいます。私たちは「共助」により、避難スイッチを強く後押し、互いを心
強くし、安心感と安全を高めます。

発災の危機が高まるにつれて、市民に対する防災支援者にも命の危険が忍び
寄ります。こうした状況に応じ、防災支援活動は制限・縮小・停止を余儀なく
されます。本防災計画では、「身を守るタイムライン（風水災害）」のステージ
3警戒レベル 3相当（河川管理者）に達する水位を目安に、今後の気象状況、
河川流域の水位等を考慮し防災支援活動の見直しを決定します。

令和 5年 4月 28 日、芹田地区住民自治協議会は芹田防災会を発足し
ました。
芹田防災会は、行政連絡区と諸団体のそれぞれの自主防災会により構
成され、芹田地区内に生活する市民（芹田地区に在す住民、就業者、学
生、来訪者等のすべての人々）を対象として「芹田地区防災計画」を策
定しました。
なお、行政連絡区と諸団体の自主防災会を総称し「団体防災会」と呼
称します。
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発災日 名　　称 被災地域 死者

R5/7/14～16
(2023)

令和5年7月15日からの梅雨前線
による大雨

岩手県、秋田県 1人

R5/6/28～7/13
(2023)

令和5年梅雨前線による大雨 九州北部、中国地方 13人

R5/6/1～3
(2023)

令和5年梅雨前線、台風2号 四国～静岡 太平洋側 7人

R4/9/23～24
(2022)

令和4年台風第15号 東日本太平洋側 3人

R4/9/14～20
(2022)

令和4年台風第14号 九州地方、西日本 5人

R4/8/3～19
(2022)

令和4年8月3日からの大雨 全国 0人

R4/7/15～19
(2022)

令和4年低気圧や前線による大雨 九州地方、東北地方 1人

R3/8/11～22
(2021)

令和3年8月集中豪雨 西日本、東日本 13人

R3/7/3～12
(2021)

令和3年7月集中豪雨 西日本、東北地方 26人

R2/9/5～7
(2020)

令和2年台風第10号
南西諸島、九州地方、西日
本・東日本太平洋側

2人

R2/7/3～31
(2020)

令和2年7月豪雨 九州地方、岐阜県、長野県 84人

R1/10/12～26
(2019)

令和元年台風19号等
(令和元年東日本台風)

静岡県、新潟県、関東甲信
地方、東北地方

111人

R1/9/19～24
(2019)

令和元年台風第 17 号
沖縄県、長崎県、宮崎県、
西日本太平洋側

1人

R1/9/7～9
(2019)

令和元年房総半島台風
(台風第15号)

伊豆諸島、関東地方南部 3人

R1/8/26～28
(2019)

令和元年8月の前線に伴う大雨 九州北部 4人

R1/8/12～19
(2019)

令和元年台風第10号 西日本太平洋側 2人

R1/7/20～22
(2019)

梅雨前線に伴う大雨及び令和元
年台風第5号

長崎県(五島、対馬)、佐賀
県、福岡県

1人

R1/6/28～7/5
(2019)

九州南部大雨前線停滞 鹿児島県、宮崎県、熊本県 2人

直近5年　全国の主な水害

内閣府ホームページ 災害状況⼀覧より
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芹 田 地 区 防 災 計 画（風水害編）

１．芹田地区防災計画の策定目的

　　　　“ 自然災害から命を守る ”

２．目的を達成するための目標
「芹田地区防災計画」の策定目的を達成するため、すべての市民が危険な場所から
安全な場所へ避難を完了するため、

　　　　「自主的でためらいの無い、早めの避難」

　　　　「災害から命を守るには、市民一人ひとり」

を目標とし、「逃げ遅れゼロ」を目指します。

３．目標を実現するための要素
目標を実現するための要素として、発災の備えを次の通りとします。

3-1　発災前の備え　平時の防災活動により、災害に備えます。
⑴　防災学習
芹田地区に潜む災害リスクを発見・確認します。また、災害発生メカニズムや
過去の災害からの学びを通じ、市民一人ひとりの防災意識を高めます。
⑵　防災訓練
想定される災害に応じた、市民と団体防災会の防災行動を訓練します。
要配慮者は平時に、避難場所・手段、支援者の複数確保を済ませます。

⑶　防災備蓄品
自ら、被災時の安全と生活の確保を担保するため、日常的に 1週間分（最低
でも 3日間以上）の備蓄を行います。
⑷　生活環境整備
減災を図るため、必要な生活環境整備を日常的に心掛けます

3-2　発災時の備え　発災の危険が高まる順次に応じた、適切な防災行動を備えます。
⑴　タイムライン（防災行動計画）作成
「芹田地区防災計画」と整合を図り、自らのタイムラインを作成します。
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⑵　防災情報の取得
防災情報を自ら取得し、避難行動につなげます。

⑶　災害の危険が高まる順次に応じた防災行動
タイムラインにより、自ら防災行動を実施します。

⑷　避難行動
指定緊急避難場所と一時避難場所へ適宜移動します。

⑸　要配慮者と避難行動要支援者
自ら、避難先・手段、支援者を手配し、適切な避難を行います。

４．発災前の備え（平時の防災活動）
芹田防災会と団体防災会は、防災リーダーや市民に対する座学や訓練を開催し、タ
イムラインに従った、自らの活動と行動が重要であることを啓発し、芹田地区が連携
して地域力を活かした防災活動を実施します。

4-1　防災学習
防災計画では、「災害から命を守るには、市民一人ひとり」（自助）の防災意識の
啓発は防災活動における最重要課題です。風水害発災の危険が増すにつれて、防災
活動支援者にも発災の危機が迫り、避難情報に従い支援活動も制限、縮小、停止さ
れます。従って、命を守るのは「自らの活動と行動」が重要であることを啓発する
ことが重要となります。
防災学習では、芹田地区と周辺の水害リスク（最大浸水想定区域、浸水継続時間、
等）を洪水ハザードマップで確認し、市民間のリスクコミュニケーションを深めま
す。さらに、災害発生メカニズムを学習と過去の災害からの学び、市民の防災意識
を高めます。

〇防災啓発学習会の開催と資料の配布
・過去の災害から、発災前と発災時の減災行動の学び
・�暮らす地域の地勢や防災関連施設、交通施設・医療機関等を整理し、
洪水ハザードマップと冠水履歴から災害リスクを図上表示し、リスク
を表示
・防災マニュアル配布
・発災時には様々な状況が発生し、自ら判断しなければならない心構え
〇それぞれがタイムラインを作成し、地域と連携した防災行動の明確化
〇団体防災会の防災リーダーに対する、防災学習会の定期開催
〇�防災対策における「自助」「共助」の重要性と平時からコミュニティー
の醸成活動（自治活動等の社会奉仕活動）の大切さを理解し広める
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4-2　防災訓練
避難訓練は命を守るための重要な訓練です。防災学習の学びを活かし、訓練で想
定する災害規模に応じた訓練計画を立案し、「地域のリスク」「とるべき行動」を体
現します。

防災訓練は、「住民の訓練」と「防災組織の訓練」に大別します。　　

市民の訓練 危険が高まる順次に応じ、俊足に適切（防災計画とタ
イムラインに沿った）な行動を行うための訓練

団体防災会
組織の訓練

市民を災害から守るため、災害時に組織機能が発揮す
るための訓練

4-2-1　市民の訓練
風水害が発生した際の様々な状況から、「自ら危険を判断し、自らの命を守る
行動」を行うと共に、共助により相乗的に防災力を発揮します。
防災訓練は、市民一人ひとり及び防災組織が、

　　　①　「必要で正確な情報を取得する」

　　　　　②　「得た情報により的確な判断をする」

　　　　　　　③　「状況に応じた適切な行動をする」

を体現する場であり、防災訓練は「災害をリアル（現実）化する」と共に、「地
域に潜む危険を計る」、「新たな人材を知る」を発見する場でもあります。

⑴　一時避難場所と平時における避難先・手段、支援者の確保
指定緊急避難場所は、安全確保が高く優先される避難先でありますが、高齢
者等避難や避難指示の発令前、健康や身体上の理由から身近に避難先を求める
方、緊急性が高く指定緊急避難場所への避難が困難な方等のため、平時におい
て団体防災会が一時避難場所を確保します。
市民は、平時において自ら避難行動（避難場所・手段、支援者）の複数確保
を済ませ、タイムラインに沿った避難行動を備えます。特に要配慮者は、団体
防災会や民生委員の必要な支援のもと、平時に複数確保を備えることが欠かせ
ません。

⑵　避難訓練
避難行動に際して、隣近所の声掛け（共助）は互いを心強くし、避難先の提
供、避難スイッチ、安否確認、必要備品の融通等により双方の安全を高めます。
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また避難に際しては二人以上の集団避難に心掛けます。
警戒レベル３相当の発令で、高齢者等や要配慮者、早めの避難を希望する市
民の立ち退き避難訓練を開始します。さらに、立ち退き避難が難しい方には“玄
関まで避難 ”“ ２階まで避難 ”の訓練を実施します。

⑶　防災情報取得・通報訓練
長野市及び国土交通省、気象庁、長野県より、気象状況・予報、河川水位・
氾濫予測等について情報の取得が可能です。防災訓練に際して、それぞれの情
報に実際に接する（パソコン、スマホ等）と共に、日常的に情報確認を習慣化
することで、危険が高まる状態でも慌てずに正確な情報を入手できます。また、
緊急時における消防署や警察署への通報訓練も取り入れ、災害に備えます。

4-2-2　団体防災会の組織訓練
団体防災会は、市民の防災行動を支援するために役員の役割や機能が分化・統
合された組織であり、訓練は求められる防災支援活動に対し組織機能を発揮する
ために実施します。

⑴　連絡体制と伝達方法
団体防災会役員及び市民への災害情報を伝達するため、連絡体制と伝達手段
の構築が必要と考えます。従来から電話による樹形図ネットワークの連絡網が
作成されてきましたが、人づての情報変異による信頼性の低下、不在者による
伝達遮断等により見直しが求められています。それぞれの事情を配慮し、情報
連絡手段の構築が急がれます。

⑵　避難リスクマップ作成
水害に対処する避難訓練では、洪水ハザードマップ及び内水氾濫ハザード
マップに加え、過去の冠水履歴情報、小河川・用水・道路側溝、マンホール、
立体地下道（アンダーパス）等の避難路の危険リスクを現地調査と情報提供か
ら収集整理し、避難リスクマップを作成し発災時の避難路の安全確保の情報を
提供します。

4-3　防災備蓄品
私たちは、発災時の安全確保と被災後の公的機関による救助・援助が開始される
までの間、命と生活を守る防災備蓄品（非常持ち出し品）をリストアップし日常的
に備えます。
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⑴　市民の備蓄
防災備蓄品の備蓄に際しては、「フェーズフリー」と「ローリングストック」
の考え方から、普段の生活の中に防災を取り入れ、防災の日常化を図ります。
「フェーズフリー」は、生活用品で普段使いし非常時に役立つものを選択購
入し、非常時の生活に心地よさを確保する考え方です。飲食類は、最低でも 3
日間以上（出来れば 1週間）を日常的に備蓄します。
「ローリングストック」は、日常的に備品や非常食を使い、消費した分を買
い足すことで、常に新しい一定量の備品と食糧が家庭や職場に備蓄する考え方
で、防災の日常化を目指します。

⑵　団体防災会の備蓄
団体防災会は、水や食料、生活必需品、防災資機材等を一定量、備蓄管理し
ます。また避難生活では、要介護者や女性に対するプライバシーの配慮を要す
る事から、関係者との協議により必要な備蓄を行います。
食料と飲料水は、個人備蓄の無い避難者想定人数 2日分以上を備蓄します。
食料は、一般成人用のご飯（アルファ米など）、ビスケット、板チョコ、乾パ
ンなどに加え高齢者や乳幼児用に白粥、粉ミルクなども備蓄します。飲料水は、
一人一日 3ℓを想定人数分確保します。
防災資機材は、近隣の避難場所や他組織の備蓄資機材リストとの調整のうえ、
不足する資機材を相互で調達し備蓄します。水防対策としては、救命ボート、
救命胴衣、防水シート、シャベル、ツルハシ、土のう袋、毛布、防災トイレ等
に加え、軽微な負傷の緊急セットがあげられます。

4-4　生活環境整備
風水害の減災を図るため、土のうの用意と家屋周辺の飛散防止や窓と雨戸の補強
と施錠、排水路の清掃を心掛けます。さらに、夜間の発災を想定し、寝室に懐中電
灯（又はランプ、ろうそく）と防災用靴、雨合羽を用意し、夜間の行動を確保します。
また、冠水に備え下水排水溝の逆流防止のため、トイレ、シンク、風呂場等の排
水口に水のうを用意します。
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５．発災時の備え（災害の危険が高まる順次に応じた防災行動）
市民と団体防災会は、「芹田地区防災計画」に基づき作成された「防災計画」によ
り複合的に連携し合いながら、発災に備えます。

5-1　タイムライン（防災行動計画）作成

　　　　「自主的でためらいの無い、早めの避難」

団体防災会と市民は平時に、「身を守るタイムライン（風水害）」に準拠した、防
災行動計画（タイムライン）を定めておきます。タイムラインに沿った、冷静で自
主的な防災行動により自助から共助に輪を広げ、互いの命を守ります。
この様にタイムラインは、押し迫る発災の不安と混乱の中で、適切な判断とため
らいの無い防災行動を支えるもので「逃げ遅れゼロ」を目指します。

5-2　防災情報を自ら取得
起こり得る自然災害を想定する情報は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマス
媒体や、ソーシャルメディアなどのインターネット媒体により、国及び県、市並び
に民間より提供されています。そうした情報を私たちは、自ら防災情報を取得し防
災行動と避難行動につなげます。

　　
正確な情報の取得
発災の危険度が増し不安な状態が続く中、発災による被害が生じている中
で、うわさ話やメール、SNS等により誤情報（デマ、フェイク）が防災関
係団体名・関係者名や専門家、有名人からの情報として他者に転送を促す
チェーンメールが拡散しやすくなります。
未確認の情報はむやみに拡散せず、一旦自分の中で保留して、デマかもし
れない情報の拡散に加担しないよう注意します。

5-3　災害発生の危険レベルの高まる事象
⑴　顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯）
線状降水帯は、発達した低気圧に暖かな空気が大量に流れ込むことから、大
気の状態が不安定となり、活発な積乱雲が発達し激しい豪雨や突風を伴うこと
があります。さらに連続的に発生する積乱雲による線状降水帯の発生により、
特定地域に長時間連続して豪雨が降り続くこととなります。

12 13



⑵　記録的短時間大雨情報
記録的短時間大雨情報は猛烈な降雨が観測された情報で、同一地域に相次い
で発表された場合は、大雨警戒レベルの発令が間に合わずに発災の可能性があ
り、直ちに身を守る行動が必要です。さらに、「記録的短時間大雨情報」が相
次ぎ避難が遅れた場合、無理な避難は行わずに上層階への垂直避難も重要な避
難の選択肢となります。

⑶　バックウォーター現象
バックウォーター現象は河川や用水路において、大雨により本川と支川が増
水し、水位上昇した本川の流れにせき止められる形から支川が本川に合流でき
ずに、支川の上流側で堤防の越水や決壊が引き起こされる現象です。芹田地区
では、犀川と裾花川の支流において起きうる現象であります。

⑷　内水氾濫
内水氾濫は、堤外地を流れる河川の外水氾濫に対し、豪雨により堤内地を流
れる小河川や側溝、農業や工業用の用水路・排水路、下水道、地下道（アンダー
パス）等の排水能力が超え、水が溢れ出る水害です。
主要河川の治水が整備される一方で、都市化が進む地域における短時間の局
地的な降雨により河川から離れた場所においても内水氾濫が発生し、一見する
と平地地域においても微低地に向かい流速を伴う流水が発生し、その被害は小
規模にとどまりません。

⑸　橋梁部の迂回流
橋梁の上流側では草や流木、浮遊物などの流出物により河川を塞がれ、堤内地
に水が浸入する迂回流の発生が想定され、橋梁付近の浸水リスクが高まります。

⑹　洪水流の縮流
ビルやマンション、家屋の密集地は、建築・土木構造物間の狭窄部での縮流
と流木・泥、浮遊物の堆積により、ハザードマップに想定された浸水深を大き
く上回り、流速も増すことから極めて危険であります。

5-4　災害の危険が高まる順次に応じた防災行動
災害の危険が高まる順次に応じ、自らマイ・タイムラインに沿う防災行動を行い
ます。また芹田防災会と団体防災会は「身を守るタイムライン（風水害）」により
共助の輪を広げ、減災と「逃げ遅れゼロ」を目指します。
水害時の避難は、「身を守るタイムライン（風水害）」の「防災 stage」に応じ、
気象予報や流域の水位情報、洪水ハザードマップや周囲の冠水状況を考慮し、水平
避難（安全な場所避難）、垂直避難（上層階避難）のいずれかの避難行動を実施します。
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災害の危険が高まる順次に応じ、
 「身を守るタイムライン」を確認
ためらいの無い防災行動を

5-5　避難行動
水害においては、芹田地区全域が浸水区域とされており、概ね浸水深は 0.5 ｍ～
5ｍ未満と想定されています。こうした中、「防災 stage」の河川管理者による警戒
レベル相当の発令を目安に、マイ・タイムラインに沿った防災行動を開始します。
風害においては、長野市の避難情報に従い避難行動を開始します。
芹田地区内の水害時の指定緊急避難場所は、南部小学校、長野市教育センター

（3階）、犀陵中学校、芹田小学校、清泉女学院大学・清泉女学院短期大学長野駅東
口キャンパスのそれぞれ 2階以上であります。
芹田地区周辺では鍋屋田小学校、三陽中学校、緑ヶ丘小学校、古牧小学校、櫻ケ
岡中学校、大豆島小学校のそれぞれ 2階以上であり、それぞれの避難場所は長野
市が被災予測範囲や浸水深、地域性等を考慮し、必要な避難所を開設します。

※避難場所　指定緊急避難所、指定避難所：行政が指定する避難先
　　　　　　一時避難場所：行政連絡区（自主防災会）、住民が手配する
　　　　　　避難先
※避 難 所：�行政が指定し、避難住民の危険が無くなるまで滞在、又は自

宅に戻れない住民の一時的に滞在する施設。

しかし、指定緊急避難所の開設前に早めの避難を希望する人、避難距離が辛い人、
緊急性の高い避難が必要な人のために、安全な避難路で短時間に移動できる一時避
難場所を確保する事は、喫緊の課題であります。
水害時の避難は、危険レベルや周辺の災害状況に応じ水平避難（安全な場所へ避
難）と垂直避難（上層階へ避難）のいずれかの避難行動を実施します。

⑴　水平避難（安全な場所へ避難・立ち退き避難）
水平避難は危険な自宅から、事前に洪水ハザードマップで確認した浸水が
想定されていない場所に、安全な道筋で向かう避難方法であります。
水平避難における避難路の安全確保（危険な道筋）
・�冠水や視界を遮る大雨や夜間等により側溝や水路の道路境の確認が困難な
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ことから、転落の危険が増します。
・�川沿い道路は、増水により護岸が崩れる可能性があり、河川への転落の危
険が伴います。
・�車での避難は、冠水した道路やアンダーパスで車が浮力で流されたり、浸
水によるエンジン停止やドアが開かない等の危険が伴います。

⑵　垂直避難（高層階避難）・・・屋内安全確保、緊急安全確保
垂直避難は、短時間で急激な豪雨や浸水による切迫した状況下で、避難場
所への移動が危険な時や、想定浸水深が高いと想定された地域での避難行動
として選択肢の一つであります。
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ハザードマップで浸水による建物の倒壊がない事を条件に自宅や隣接建物
の浸水深以上の「建物の上層階への避難」方法であります。
ただし、想定される浸水継続時間を参考に、この間を自力で生活する必要
があり防災備品の備蓄が必要となります。

5-6　市民の避難
〇　風水害が強まり、河川水位が上昇すると警戒レベル相当（河川管理者）が深刻
化し、マイ・タイムラインに沿った防災行動を開始します。
〇　私たちは、災害が予想される気象及び河川水位等の防災情報を、自らラジオ、
テレビ、インターネット、携帯電話等により取得します。
　　こうして取得した防災情報と警戒レベル相当（河川管理者）を踏まえ、事前に
作成したマイ・タイムライン（避難行動計画）により、自ら避難行動を開始しま
す。避難の際には隣人への声掛けを実施し、相互に情報孤立を防ぎます。
〇　団体防災会による防災支援活動は、発災の危険が高まるにつれ、支援者にも命
に危険が忍び寄ることから、活動は制限、縮小、停止を余儀なくされます。
　　したがって私たちの自らの防災意識と行動が命を守る第一歩となり、平時に備
えたマイ・タイムラインに沿った防災行動により「自主的でためらいの無い、早
めの避難」「災害から命を守るには、市民一人ひとり」を実行し、逃げ遅れゼロ
を達成します。
〇　防災行動に際しての隣近所の声掛けは、互いの所在を確認できるとともに、避
難をためらう人の避難スイッチを強く押し、互いを心強く、安心感を高めます。
さらに共助においては、避難場所の提供、安否確認、必要備品の融通等により身
の安全性が高められます。
　　また、避難に関しては二人以上の集団での避難に心掛け、互いの安全確保を図
ります。
〇　避難行動は、次の段階により行います。

⑴　防災 stage2 警戒レベル 2相当（河川管理者）の発令を目安に、避難の支度
の開始と点検を行います。

⑵　防災 stage3 警戒レベル 3相当（河川管理者）の発令を目安に、高齢者等並
びに早めの避難を望む方は、自ら「一時避難場所」へ避難行動を開始します。
また、長野市からの「高齢者等避難」「避難指示」の発令により「指定緊急避
難場所」が開設され、同施設へ避難を行います。

⑶　防災 stage4 警戒レベル 4相当（河川管理者）の発令を目安に、市民全員が
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避難を開始します。
　　なお、自家用車の利用は特別の場合を除き控え、徒歩とします。やむを得な
く自家用車での避難では、長野県が公表している市内の車中避難場所が安全確
保の高い施設ではありますが、危険が高まる中の移動では、避難路の冠水、交
通渋滞、徒歩避難者との混雑等が予想され、さらに停車中のエンジン停止によ
る車内への取り残しから命を失う事故が発生しますので、避難路の安全が確保
できる段階での避難とします。

5-7　要配慮者と早めの避難を望む人の避難
要配慮者は、災害対策基本法（法第８条第２項 15 号）で「高齢者、障がい者、
乳幼児その他の特に配慮を要する者」と定義されています。
災害の危険から身を守ることに何らかの困難を抱え、周囲の配慮や支援が必要に
なる人たちで、医療ニーズの高い方、妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者、言
葉や地理に詳しくない外国人等が対象となります。

⑴　平　時
長野市が「高齢者等避難」「避難指示」の発令により「指定緊急避難場所」が
開設されるまでの間、「一時避難場所」として平時に「避難先・手段、支援者」
を自ら複数確保します。団体防災会及び民生委員は、要望に応じサポートします。
一時避難場所は、洪水ハザードマップの浸水深を確認のうえ、避難場所、避難
手段、支援者を複数確保します。

⑵　発災の危険が高まる中
防災 stage2 警戒レベル 2相当（河川管理者）で、事前に確保した避難手段を
手配し、時機を得た避難を行います。
団体防災会と民生委員は、手配を早めるよう声掛けを行います。
避難のタイミングは、防災stage3警戒レベル3相当（河川管理者）の発令により、

「指定緊急避難場所」「一時避難場所」に避難します。早めの避難を希望する人、
指定緊急避難場所に行けない人は事前に確保した「一時避難場所」に避難します。

5-8　避難行動要支援者
避難行動要支援者は、要配慮者のうち、発災または恐れがある場合に、自ら避難
することが困難な人で、災害対策基本法では市町村長は、その把握に努めるととも
に、生命や身体を災害から保護するために必要な措置を取ることが定められていま
す。なお、避難行動要支援者が利用する社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院
等は、施設管理者の対応となります。
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避難行動要支援者の個別避難計画作成のプロセス
①　長野市は「避難行動要支援者台帳」を作成し、避難行動要支援者の同意を
得て住民自治協議会及び自主防災組織、消防局、消防団、警察、民生委員、
社会福祉協議会等へ「避難行動要支援者名簿」を提供します。
②　「避難行動要支援者名簿」に基づき、避難行動要支援者の避難支援が円滑
にできるように、あらかじめ要支援者一人ひとりについて、誰が支援して、
どこの避難場所にどうやって避難させるかを事前に決める「個別避難計画」
を作成します。
　　個別避難計画の作成にあたり、ハザードマップで危険な区域に住む人、か
つ、重度介護者・障がい者、難病患者等の自ら避難することが困難な人を優
先度が高いと判断します。

5-9　避難場所
⑴　指定緊急避難場所
長野市が所有する施設で、警戒レベル 3高齢者等避難が発令されたとき又は、
警戒レベル 4の避難指示が発令されたときに開設されます。
⑵　車中避難場所
長野市が管理する公共駐車場で、車で避難・安全確保がされる施設で、日常的
に開放されています。
⑶　指定避難所
長野市が所有する施設で、長野市が指定します。災害の発生の危険があり災害
の危険性がなくなるまでの必要な期間滞在させ、また災害により自宅に戻れない
住民を一定期間生活するための施設です。
⑷　福祉避難所
長野市が所有する施設で、長野市が指定します。災害時、高齢者、障がい者、
乳幼児等の要配慮者の内、一般の避難所では生活が困難な方が安心・安全に避難
生活が出来る施設です。
⑸　広域避難場所
長野市が指定緊急避難場所の中から 5か所を指定しています。災害の規模が
拡大した場合などで、仮設住宅などを建設して長期間にわたり避難者を収容する
ことが可能となる場所です。
⑹　一時避難場所
指定避難場所が開設されるまでの避難や、緊急性が高く指定避難場所への避難
が危険な場合等の避難先で、団体防災会が指定します。また個人が予め一時的な
避難先として確保する宿泊施設、友人・知人宅、隣家等も含みます。
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６．令和６年度以降の活動
6-1　令和 6 年度

6-1-1　風水害編
団体防災会は、「芹田地区防災計画（風水害編）」に準拠する自主防災計画を策
定又は既存計画を見直します。さらに、団体防災会にて策定された防災計画に従
い、発災前の備えと発災時の備えを不断に実施するとともに、一時避難場所の確
保、市民自らのマイ・タイムラインの作成を推し進め、災害の危険が高まる順次
に応じて、冷静で適切な避難行動を確立します。
6-1-1-1　芹田防災会
・市民に対する、防災意識の啓発活動（団体防災会への出張説明会）
・団体防災会役員の防災リーダーとしての研修活動
・「芹田地区防災計画（風水害編）」「身を守るタイムライン」の適宜見直し
・芹田地区防災訓練の実施（年間計画）

6-1-1-2　団体防災会
・市民に対する、「芹田地区防災計画（風水害編）」「身を守るタイムライン」
の啓発活動
・団体防災会の「防災計画」「タイムライン」と、市民の「マイ・タイムライン」
の作成
・要配慮者、避難行動要支援者の、「避難先・避難方法・支援者」の複数確保
のための支援活動
・一時避難場所の確保と、施設所有者との「一時避難場所としての使用に関す
る協定書」の締結
・定期的に防災訓練と学習を実施し、「市民の訓練」と「防災組織の訓練」を、
想定被害を想定し実効性を高く実施
・市民及び団体防災会の防災備蓄品、防災資機材の備え
・その他、団体防災会の事情に応じた活動

6-1-2　地震災害編
芹田地区における地震による人的、物的被害の発生及び拡大を防止することを
目的とし、「芹田地区防災計画（地震災害編）」「身を守るタイムライン」を策定
します。

6-2　令和 7 年度
6-2-1　風水害編・地震災害編
芹田防災会と団体防災会は、「芹田地区防災計画（風水害編）」「芹田地区防災
計画（地震災害編）」及びそれぞれに付される「身を守るタイムライン」の市民
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に対する啓発活動を令和 6年度に続き実施します。

6-2-2　復興編
芹田地区防災計画「令和 5年度風水害編」「令和 6年度地震災害編」により避
難が完了した以降の被災者に対し、地域の理解を得ながら地域コミュニティー全
体で支援することで、速やかな復興を目指す「芹田地区防災計画（復興編）」を
策定します。

７．防災計画への市民参画の経過
　7-1　芹田地区ブロックで「芹田地区防災計画」の説明と公聴会
　　〇東部ブロック　令和 5年 11 月 05 日（日曜日）　芹田公民館
　　　　10 時 00 分～ 12 時 00 分　参加人数　80 名
　　〇西部ブロック　令和 5年 11 月 19 日（日曜日）　芹田公民館
　　　　10 時 00 分～ 12 時 00 分　参加人数　59 名
　　〇北部ブロック　令和 5年 11 月 19 日（日曜日）　七瀬公民館
　　　　14 時 00 分～ 16 時 00 分　参加人数　40 名

　7-2　「芹田地区防災計画」及び「身を守るタイムライン」の意見公募
　　〇意見公募に関する広報
　　　　・芹田住民自治協議会だより 110 号への掲載
　　　　・芹田地区住民自治協議会ホームページに掲載
　　〇「芹田地区防災計画」及び「身を守るタイムライン」の閲覧
　　　　・ホームページによる閲覧
　　　　・事務局にて、印刷物の閲覧
　　〇公募期間
　　　　・令和 5年 12 月１日（金）～令和 6年 1月 10 日（水）
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８．芹田地区自主防災会構成団体名簿、役員名簿（令和 6年 2月現在）

自治・社会奉仕団体(23) 小中学校・高校

芹田地区住民自治協議会 芹田小学校

　荒木区自主防災会 南部小学校

　若里西町区自主防災会 緑ヶ丘小学校

　若里中央区自主防災会 鍋屋田小学校

　南市区自主防災会 裾花小学校

　北市区自主防災会 犀陵中学校

　北中区自主防災会 櫻ヶ岡中学校

　七瀬区自主防災会 学校法人 文化長野学園 ＊2

　七瀬南部区自主防災会 大学・短大・専門学校

　七瀬中町区自主防災会 信州大学工学部

　栗田区自主防災会 清泉女学院大学看護学部

　南俣区自主防災会 学校法人黒木学園 ＊3

　上千田区自主防災会 長野看護専門学校

　中千田区自主防災会 学校法人平青学園 ＊4

　日詰区自主防災会 学校法人大原学園 ＊5

　母袋区自主防災会 医療機関

　川合新田区自主防災会 医療法人平成会 小島病院

　川合新田団地区自主防災会 公益財団法人倉石地域振興財団 栗田病院

芹田地区社会福祉協議会 医療法人社団ひよし会 東口病院

芹田地区民生児童委員協議会 医療法人愛和会 愛和病院

長野市消防団第一方面隊中央ブロック長野第５分団 防災士

山王堰用水組合 芹田地区内在住の防災士６名

川合用水組合

産業・経済団体

長野商工会議所

長野駅東口商店街協同組合

七瀬中町商興会　

協同組合長野アークス

若里日赤通り商興会

芹田商工振興会 ＊1

荒木町商工会

芹田地区住民自治協議会 会長 武田晴男 長野市総務部危機管理防災課

長野市消防局警防課 長野市保健福祉部福祉政策課

長野市地域・市民生活部地域活動支援課(芹田支所) 長野中央警察署若里交番

日本赤十字社 長野赤十字病院 気象庁長野地方気象台

芹田地区自主防災会　構成団体　　(順不同・敬称略)

防災アドバイザー（助言者）

＊1 芹田商工振興会：栗田・若里(北市)・稲葉(千
　　田・母袋・南俣・日詰)・川合新田
＊2 学校法人文化長野学園
　　：文化学園長野中学・高等学校
＊3 学校法人黒木学園
　　：専門学校カレッジオブキャリア長野校
＊4 学校法人平青学園：長野平青学園
＊5 学校法人大原学園：大原スポーツ公務員専門
　学校、大原簿記情報ビジネス医療専門学校

自治・社会奉仕団体(23) 小中学校・高校

芹田地区住民自治協議会 芹田小学校

　荒木区自主防災会 南部小学校

　若里西町区自主防災会 緑ヶ丘小学校

　若里中央区自主防災会 鍋屋田小学校

　南市区自主防災会 裾花小学校

　北市区自主防災会 犀陵中学校

　北中区自主防災会 櫻ヶ岡中学校

　七瀬区自主防災会 学校法人 文化長野学園 ＊2

　七瀬南部区自主防災会 大学・短大・専門学校

　七瀬中町区自主防災会 信州大学工学部

　栗田区自主防災会 清泉女学院大学看護学部

　南俣区自主防災会 学校法人黒木学園 ＊3

　上千田区自主防災会 長野看護専門学校

　中千田区自主防災会 学校法人平青学園 ＊4

　日詰区自主防災会 学校法人大原学園 ＊5

　母袋区自主防災会 医療機関

　川合新田区自主防災会 医療法人平成会 小島病院

　川合新田団地区自主防災会 公益財団法人倉石地域振興財団 栗田病院

芹田地区社会福祉協議会 医療法人社団ひよし会 東口病院

芹田地区民生児童委員協議会 医療法人愛和会 愛和病院

長野市消防団第一方面隊中央ブロック長野第５分団 防災士

山王堰用水組合 芹田地区内在住の防災士６名

川合用水組合

産業・経済団体

長野商工会議所

長野駅東口商店街協同組合

七瀬中町商興会　

協同組合長野アークス

若里日赤通り商興会

芹田商工振興会 ＊1

荒木町商工会

芹田地区住民自治協議会 会長 武田晴男 長野市総務部危機管理防災課

長野市消防局警防課 長野市保健福祉部福祉政策課

長野市地域・市民生活部地域活動支援課(芹田支所) 長野中央警察署若里交番

日本赤十字社 長野赤十字病院 気象庁長野地方気象台

芹田地区自主防災会　構成団体　　(順不同・敬称略)

防災アドバイザー（助言者）

＊1 芹田商工振興会：栗田・若里(北市)・稲葉(千
　　田・母袋・南俣・日詰)・川合新田
＊2 学校法人文化長野学園
　　：文化学園長野中学・高等学校
＊3 学校法人黒木学園
　　：専門学校カレッジオブキャリア長野校
＊4 学校法人平青学園：長野平青学園
＊5 学校法人大原学園：大原スポーツ公務員専門
　学校、大原簿記情報ビジネス医療専門学校
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職　名 氏　名 備　考 職　名 氏　名 備　考

会　長 山口英男 住自協会計 部会長 山口英男 住自協会計

副会長 石川幸夫 栗田区長 副部会長 石川幸夫 栗田区長・発災前分会長

幹　事 丸山　守 荒木区長 委　員 丸山　守 荒木区長・発災前分会

〃 古海喜一郎 南市区長 委　員 古海喜一郎 南市区長・発災時分会長

〃 倉石榮二 北中区長 委　員 倉石榮二 北中区長・発災時分会

〃 水野　修 川合新田区長 委　員 水野　修 川合新田区長・発災時分会

〃 小林　哲 母袋区長 委　員 小林　哲 母袋区長・発災前分会

行政連絡区 松平直樹 若里西町区長

〃 西田良昭 若里中央区区長 職　名 氏　名 備　考

〃 篠原昌幸 北市区長 事務局 吉田和敏 住自協事務局長

〃 依田仁一 七瀬区長 会　計 丸山由琴美 住自協事務局

〃 伊澤則昭 七瀬南部区長

〃 夏目賢四郎 七瀬中町区長代行

〃 清水英雄 南俣区長

〃 小林修二 上千田区長

〃 高木敏行 中千田区長

〃 宮原一繁 日詰区長

〃 中村健一 川合新田団地区長

消防団 北村隆行 長野第5分団長

水利組合 青沼貴善
山王堰用水組合
布令元

産業経済団体 小林　昇
長野駅東口商店街
協同組合理事長

小中学校 山森俊浩
長野市立犀陵中学
校校長

専門・大学 大月克幸
信州大学工学部
事務部長

医療機関 1名選出

芹田地区住民自治協議会 会長 武田晴男

芹田地区自主防災会　役員 作業部会

事務局

　　　　　　　　　芹田地区自主防災会　役員名簿　　　　　（敬称略）

防災アドバイザー（助言者）
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９. 芹田地区防災計画（風水害編）策定　ロードマップ
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1100.. 芹芹田田地地区区防防災災計計画画（（風風水水害害編編））策策定定  ロローードドママッッププ  
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10. 芹田地区防災会　活動経過

07月14日(木) 芹田住自協役員会 芹田公民館
芹田地区自主防災組織連絡協議会⇒芹田地区自主
防災会(設立準備会)事業移管

04月21日(金) 芹田住自協定期総会 芹田公民館 事業計画の承認

04月28日(金) 芹田地区自主防災会設立総会 芹田公民館 設立総会、記念講演(長野気象台 宮内誠司氏)

05月11日(木) 作業部会① 芹田公民館 防災計画の基本方針協議

05月17日(水) 作業部会・長野市危機管理防災課 長野市役所 警戒レベルと避難他協議

05月24日(水) 作業部会・長野気象台 電話協議 線状降水帯等の異常気象の協議

05月25日(木) 作業部会② 芹田公民館 「発災前、発災時」の分会発足に関し

05月27日(土) 市民と議会の意見交換
災害から自分たちの命を守るために

長野市役所 「日常に備えておくこと」

同日 長野地域 防災セミナー
(長野地域連携中枢都市圏合同研修会)

市芸術館
講師:矢守克也氏(京都大学防災研究所教授)
「避難スイッチ・セカンドベストで進める避難対策」

06月07日(水) 作業部会分会長調整会議 芹田公民館 住自協会長、芹田自主防会長、石川・古海分会長、

06月10日(土) 作業部会発災前分会 芹田公民館 防災訓練、防災意識の啓発、他

同日 作業部会発災時分会 芹田公民館 タイムライン、一時避難場所確保、要配慮者、他

06月13日(火) 作業部会・長野市河川課 電話協議 内水氾濫ハザードマップに関し

同日 作業部会・長野市下水道課 電話協議 冠水・浸水による下水道の影響

06月17日(土) 作業部会発災前分会 芹田公民館 防災訓練、防災意識の啓発、他

同日 作業部会発災時分会 芹田公民館 タイムライン、一時避難場所確保、要配慮者、他

06月27日(火) 作業部会分会長調整会議 芹田公民館 芹田自主防会長、石川・古海分会長、

06月28日(水)
市民生活部訪問
(自主防活動活動報告・要望事項）

芹田支所
花立部長、北村課長ほか地域振興課職員
会長、区長会長、会計、事務局長ほか

07月07日(金) SBCニュースワイド(放送 8分20秒) 信越放送 昭和24年裾花川決壊、防災啓発（6/29取材）

07月08日(土) 作業部会・発災前分会 芹田公民館 コミュニティー・タイムライン、本文検討

07月14日(金) 作業部会発災時分会 芹田公民館 コミュニティー・タイムライン、本文検討

07月21日(金) 作業部会・発災前・発災時分会 芹田公民館 コミュニティー・タイムライン、本文検討

07月23日(日) 市消防局地域防災力向上研修 長野市役所 芹田防災会設立の目的と経過

07月31日(月) 作業部会役員会 芹田公民館 今後の予定

08月02日(水) 千曲川河川事務所/防災情報課協議
千曲川河川
事務所

千曲川越水・決壊写真の提供依頼
千曲川・犀川最大流量、平均流量の提示

同日 作業部会/長野市危機管理防災課 長野市役所 ハザードマップ、一時避難場所の確保、要配慮者

08月26日(日) 防災士との懇談会 芹田支所
防災使途の活動連携について
防災士6名、芹田防災会9名(支所長含む)

09月08日(金) 長野市との意見交換会① 芹田公民館
危機管理防災課、保健福祉部福祉政策課、消防局警
防課、地域・市民生活部芹田支所

09月15日(金) 長野市との意見交換会② 芹田公民館 危機管理防災課、保健福祉部福祉政策課、

09月22日(金) 作業部会合同会 芹田支所 1400～16:30 地区計画としての調整

10月06日(金) 芹田防災会全体会 芹田公民館
14:00～16:30 防災計画(素々案)説明、協議
　防災計画が素案として承認される

10月19日(木)
構成部門との意見交換会の開催希
望の呼び掛け

事務局
構成団体部門又は、個別の団体毎の意見交換
申込期限10月31日(火)

10月21日(土)
(住) 人権、男女共同参画講演会・研
修会、芹田防災会共催

芹田公民館
13:30～16:00 マイタイムライン作成
（講師：危機管理防災課 後藤防災対策官）

芹 ⽥ 地 区 ⾃ 主 防 災 会 経過

令和５年（2023）

令和4年（2022）

07月14日(木) 芹田住自協役員会 芹田公民館
芹田地区自主防災組織連絡協議会⇒芹田地区自主
防災会(設立準備会)事業移管
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04月28日(金) 芹田地区自主防災会設立総会 芹田公民館 設立総会、記念講演(長野気象台 宮内誠司氏)

05月11日(木) 作業部会① 芹田公民館 防災計画の基本方針協議

05月17日(水) 作業部会・長野市危機管理防災課 長野市役所 警戒レベルと避難他協議

05月24日(水) 作業部会・長野気象台 電話協議 線状降水帯等の異常気象の協議

05月25日(木) 作業部会② 芹田公民館 「発災前、発災時」の分会発足に関し

05月27日(土) 市民と議会の意見交換
災害から自分たちの命を守るために
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防災使途の活動連携について
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11月05日(日)
芹田地区防災計画説明・懇談会
東部ブロック

芹田公民館 10:00～12:00　東部ブロック80名参加

11月07日(火) (住) 役員視察研修(2日目) 芹田公民館 12:50～15:00 四季防災館(流水体験他）

11月19日(日)
芹田地区防災計画説明・懇談会
西部ブロック

芹田公民館 10:00～12:30　西部ブロック　59名参加

11月19日(日)
芹田地区防災計画説明・懇談会
北部ブロック

七瀬公民館 14:00～16:00　北部ブロック　40名参加

11月29日(水) 作業部会全体会 芹田公民館
18:00～　ブロック会での説明会報告
　　　　　　今後の活動について

12月01日(金)
「芹田地区防災計画」及び「身を守
るタイムライン」
芹田地区に在する市民へ意見公募

事務局

芹田住民自治協議会だより110号掲載
　・芹田住自協ホームページによる閲覧
　・事務局にて印刷物の閲覧
公募期間
　令和5年12月1日(金)～令和6年1月10日(水)

12月07日(木)
芹田地区民生児童委員協議会役員
会

芹田公民館 10:00～　民生委員との意見交換会

12月12日(火)
芹田地区民生児童委員協議会全体
会

芹田公民館 14:00～　民生委員との意見交換会

12月18日(月) 芹田小学校総合学習指導講師 裾花小学校 10:45～　裾花小学校６学年「防災・クロスロード」

12月18日(月) 長野市地域活動支援課 事務局
15:30～　「ながのまちづくり活動支援事業」補助金 令
和6年度継続申請

1月25日(木) 作業部会 芹田支所 18:00～意見公募、防災計画の校正

2月06日(火) 作業部会 芹田支所 15:00～防災計画の校正

2月07日(水)
芹田地区要支援者避難計画（長野
市）に関した意見交換

芹田支所
13:30～長野市計画策定コンサルとの意見交換
長野市策定委託業者（㈱ジェイハート）

2月09日(金) 印刷出稿 芹田支所 1330～印刷出稿(社会福祉法人ながのコロニー)

2月中旬 防災計画第1回校正 芹田支所

2月下旬 防災計画第2回校正 芹田支所

3月上旬 防災計画の各団体への配布 各団体防災会（冊子5部、CD１部）
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11. 資料編　芹田地区基本データ

芹田地区基本データ
１．人口等（長野市住民基本台帳 令和 5年 4月 1日現在（長野市総計））

1-1　人口　芹田地区（長野市総計）	 （　）長野市データ

　　　　人口は長野県内人口ランキング 18 位の大町市（26,237 人）と同規模
1-2　年齢別人口　芹田地区（長野市総計）	 （　）長野市データ

1-3　世帯数　芹田地区（長野市総計）
　　　　13,462 世帯（163,928 世帯）
1-4　人口推移　長野市住民基本台帳　各年 10 月 1日現在

24 
 

1122.. 資資料料編編  芹芹田田地地区区基基本本デデーータタ  

芹⽥地区基本データ 

11.. 人人口口等等  （長野市住民基本台帳 令和 5 年 4 月 1 日現在 (長野市総計)） 

1-1 人口 芹田地区 (長野市総計)                     ( )⻑野市データ 

人口は長野県内人口ランキング 18 位の大町市(26,237 人)と同規模 

1-2 年齢別人口 芹田地区 (長野市総計)                 ( )⻑野市データ 

1-3 世帯数 芹田地区・(長野市総計) 

13,462 世帯(163,9288 世帯) 

1-4 人口推移 長野市住民基本台帳 各年 10 月 1 日現在 

（人） 

 

人 口 男 女 

26,955 人(366,591 人) 13,449 人(177,872 人) 13,506 人(188,719 人) 

年少人口 0～14 歳 生産年齢人口 15～64 歳 老年人口 65 歳以上 

3,183 人(43,010 人) 17,078 人(211,509 人) 6,694 人(112,072) 

11.8%（11.7%） 63.4%（57.7%） 24.8%（30.6%） 

年 次 芹田地区 長野市総数 

平成 05(1993)年 27,118 (7.7%) 351,520 

平成 10(1998)年 27,083 (7.5%) 359,224 

平成 15(2003)年 26,929 (7.3%) 362,540 

平成 20(2008)年 26,349 (6.9%) 381,114 

平成 25(2013)年 26,386 (6.9%) 385,150 

平成 30(2018)年 26,824 (7.0%) 378,389 

令和 05(2023)年 26,955 (7.4%) 366,591 
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⻑野市総数 芹⽥地区

※令和 5 年 4 ⽉ 1 ⽇現在  ( %)芹⽥地区割合 
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２．行政区　加入世帯数、加入事業所数

行政連絡区　加入世帯数、加入事業所数

 
３．産　業

3-1　事業所、従業者

〇Ｈ 8・13・18 年
事業所・企業統計調査（総務省統計局）第２表地区別、産業（大分類）、事業所数及び
従業者数の推移
〇Ｈ 24・28 年
経済センサス－活動調査に関する結果報告書（総務省統計局）第２表地区別、産業（大
分類）、事業所数及び従業者数の推移

ブロック ⾏政区名 加⼊世帯数 加⼊事業者数 ブロック ⾏政区名 加⼊世帯数 加⼊事業者数

荒 ⽊ 1,355 46 栗 ⽥ 2,406 147
若⾥⻄町 460 10 南 俣 1,306 59
若⾥中央 160 ― 上千⽥ 703 56
南 市 682 52 中千⽥ 539 47
北 市 1,176 48 ⽇ 詰 1,323 62
北 中 564 71 ⺟ 袋 601 56
七 瀬 369 15 川合新⽥ 1,704 102
七瀬南部 620 25 川合新⽥団地 47 ̶
七瀬中町 769 51 14,784 847

芹⽥住⾃協 令和5年9⽉1⽇現在

⻄ 部

北 部

東 部

⾏政連絡区 加⼊世帯数、加⼊事業所数

計
芹田住自協 令和５年９月１日現在
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22.. 行行政政区区  加加入入世世帯帯数数、、加加入入事事業業所所数数  

 

33.. 産 業 

3-1 事業所、従業者 

 
平成 8 年 平成 13 年 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 平成 26 年 平成 28 年

事

業

所

数 

2,292 

(10.6%) 

2,308 

(10.7%) 

2,095 

(10.3%) 

2,221 

(10.6%) 

2,011 

(10.3%) 

2,019 

(10.2%) 

1,948 

(10.2%) 

21,711 21,587 20,351 21,049 19,483 19,872 19,132 

従

業

者

数 

23,214 

(12.2%) 

24,693 

(13.3%) 

22,339 

(12.8%) 

24,813 

(13.0%) 

22,897 

(12.7%) 

24,758 

(13.5%) 

24,181 

(13.2%) 

190,709 185,947 175,137 191,278 179,647 183,861 183,710 

上段 芹田地区全数/下段 長野市全数  ( %)芹田地区割合 

〇Ｈ8・13・18 年 

事業所・企業統計調査（総務省統計局）第２表地区別、産業（大分類）、事業所数及び従業

者数の推移 

〇Ｈ24・28 年 

経済センサス－活動調査に関する結果報告書（総務省統計局）第２表地区別、産業（大分類）、

事業所数及び従業者数の推移 

 
 

ブロック ⾏政区名 加⼊世帯数 加⼊事業者数 ブロック ⾏政区名 加⼊世帯数 加⼊事業者数

荒 ⽊ 1,355 46 栗 ⽥ 2,406 147
若⾥⻄町 460 10 南 俣 1,306 59
若⾥中央 160 ― 上千⽥ 703 56
南 市 682 52 中千⽥ 539 47
北 市 1,176 48 ⽇ 詰 1,323 62
北 中 564 71 ⺟ 袋 601 56
七 瀬 369 15 川合新⽥ 1,704 102
七瀬南部 620 25 川合新⽥団地 47 ̶
七瀬中町 769 51 14,784 847

芹⽥住⾃協 令和5年9⽉1⽇現在

⻄ 部

北 部

東 部

⾏政連絡区 加⼊世帯数、加⼊事業所数

計

上段 芹田地区全数 /下段 長野市全数  （　%）芹田地区割合
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12. 「身を守るタイムライン」（風水害編）

stage 警戒レベル相当
芹⽥地区⾃主防災会(芹⽥防災会)の対応

芹⽥防災会⇒団体防災会・市⺠
団体⾃主防災会＊1 (団体防災会)の対応

団体防災会⇒役員・市⺠
市⺠の対応＊2 備 考 欄

▪芹⽥防災会全体会・役員会の定期開催
▪防災学習会・防災訓練の定期開催
▪防災計画・タイムラインの⾒直し検討

▪防災学習会・防災訓練の定期開催
▪防災備品、資機材の備蓄
▪団体防災計画、タイムライン⾒直し検討
▪要配慮者＊3 へ避難先等の確保の為の⽀援

▪防災学習会、防災訓練への参加
▪マイ・タイムライン作成
▪要配慮者＊3 は、⾃ら避難先・避難⼿段・
 ⽀援者を複数確保
▪防災備蓄品の準備

防災
stage

0

警戒を要する台⾵接近と気象情報
(犀川、裾花川上流域を含む)

▪芹⽥防災会事務局が対応
▪⽀所、防災関係機関の防災情報を提供
 台⾵進路予想、府県気象情報、台⾵・⼤⾬説
 明会等の防災情報
▪防災情報の取得、災害の⼼構えを促す

▪役員に、芹⽥防災会の防災情報を提供
▪役員は、犀川・裾花川の⽔位情報を取得
▪市⺠に気象情報を注視し、災害の⼼構へを
 促す

▪気象情報に注意し、災害に⼼構える

防災
stage

1

警戒レベル 1 相当＊4(河川管理者)
 早期注意情報＊5  (警戒級の可能性)
⽔防団待機⽔位(⽬安)
 犀 川・⼩市 ー0.5m、陸郷 2.5ｍ
 裾花川・岡⽥ 0.5ｍ

▪災害警戒本部の設置、事務局対応
▪⼤⾬・河川⽔位等の防災情報を継続的把握
▪⽀所・防災関係機関の防災情報を提供
 台⾵進路予想、府県気象情報等の防災情報
▪団体防災会へ「防災計画」の確認を促す

▪「防災計画」を確認し、防災活動を開始
▪災害警戒本部設置時期の協議と開設
▪⼤⾬、河川⽔位等の防災情報を継続的把握
▪市⺠にマイ・タイムラインを確認し、さら
 に災害への⼼構えを促す

▪マイ・タイムラインを確認し、災害への
 ⼼構えを⾼める
▪⾃ら、⼤⾬・河川⽔位等の防災情報を継
 続的に把握

＊5 早期注意情報：警報級の現象が5⽇先
 までに予想されているときには、その可
 能性を「早期注意情報」(警報級の可能
 性)として［⾼］,［中］の2段階で発表

防災
stage

2

警戒レベル 2 相当(河川管理者)
 ⼤⾬・洪⽔注意報＊6

氾濫注意⽔位 (⽔防団出動の⽬安)
 犀 川・⼩市 0.0m、陸郷 3.3ｍ
 裾花川・岡⽥ 1.1ｍ

▪配備役員、氾濫注意⽔位を⽬安に本部へ参集
▪市(⽀所)と団体防災会との情報を相互共有
 府県気象情報、台⾵・⼤⾬説明会、洪⽔予測
 、冠⽔・浸⽔情報、交通情報、団体防災会活
 動情報等

▪「防災計画」による防災活動の継続
▪芹⽥防災会との防災情報を相互共有
▪市⺠に避難⽀度の開始を促す
▪可能な「⼀時避難場所」の開設
▪要配慮者・早めの避難を望む⼈への⽀援

▪避難⽀度の開始・点検
▪要配慮者は⾃ら、避難先・避難⼿段・⽀
 援者を⼿配   「⼀時避難場所」
▪要配慮者、早めの避難を望む⼈⾃ら避難
「⼀時避難場所」

＊6 ⼤⾬注意報：⼤⾬による⼟砂災害や浸
 ⽔害が発⽣する恐れがあると予想したと
 きに発表 洪⽔注意報：河川の上流域で
 の⼤⾬や融雪により下流で⽣じる増⽔に
 より洪⽔災害が発⽣する恐れがあると予
 想したときに発表

防災
stage

3

警戒レベル 3 相当(河川管理者)
 ⾼齢者等避難＊7 発令の⽬安
避難判断⽔位
 犀 川・⼩市 1.5m、陸郷 4.5ｍ
 裾花川・岡⽥ 2.0ｍ

▪市(⽀所)、団体防災会との情報を相互共有
▪災害警戒本部、避難判断⽔位に達する⽬安に
 活動停⽌
 ⾼齢者等避難(発令)⇒指定緊急避難場所(開設)
 芹⽥⽀所：Lv.3相当で警戒態勢(開始)

▪芹⽥防災会、市⺠との情報を相互共有
▪避難では隣近所への声かけを促す
▪団体災害警戒本部、避難判断⽔位に達する
 ⽬安に活動停⽌➡防災⽀援者は⾃助活動へ

▪⾼齢者等、要配慮者は⾃ら危険な場所か
 ら安全な場所へ避難
 「指定緊急避難場所」「⼀時避難場所」
▪避難では隣近所への声かけを実施

＊7 ⾼齢者等避難：避難に時間のかかる⾼
 齢者や障がいのある⼈や、乳幼児、妊婦
 等の⽅、氾濫流・河岸浸⾷による家屋倒
 壊等の地域の⽅は、避難を開始

防災
stage

4

警戒レベル 4 相当(河川管理者)
 避難指⽰＊8発令の⽬安
氾濫危険情報⽔位
 犀 川・⼩市 1.8m、陸郷4.8ｍ
 裾花川・岡⽥ 2.6ｍ

▪市⺠全員が速やかに危険な場所から安全
 な場所へ避難を完了する
 「指定緊急避難場所」「⼀時避難場所」
▪避難では隣近所への声かけを実施

＊8 対象地域の⽅は全員速やかに危険な場
 所から避難先へ避難

stage
5

警戒レベル 5＊9 相当 緊急安全確保
 氾濫発⽣情報(氾濫の発⽣)

▪命の危険、直ちに安全確保！
 (より安全な場所へ避難)

＊9 既に災害が発⽣・切迫した状況。直ち
 に安全な場所で命を守る⾏動

復興
stage

0

芹⽥地区⼜は近隣地区＊10 が被災 ▪芹⽥地区災害対策本部を開設、役員招集
▪市(⽀所)、団体防災会と協議のうえ、被災状
 況の把握、避難所の⽣活環境の保全と復興に
 向けた必要な災害対策を、団体防災会へ協⼒
 要請

▪団体防災会災害対策本部開設
▪芹⽥地区災害対策本部と連携し、被災情報
 の共有、避難所の⽣活環境の保全と復興に
 向けた必要な災害対策に当たる
▪市⺠に対し災害対策に関する協⼒要請

▪団体防災会の要請による、災害対策に関
 する⽀援活動への協⼒

＊10 市(⽀所)、団体防災会よりの情報よ
 り、芹⽥地区内及び近隣地区の被災発⽣
 が認められた時

＊1 団体⾃主防災会：⾏政連絡区と諸団体
 の⾃主防災組織を総称
＊2 市⺠：住⺠・就業者・来訪者等の芹⽥
 地区に在する⼈々
＊3 要配慮者：災害の危険から⾝を守るこ
 とに何らかの困難を抱え、周囲の配慮や
 ⽀援が必要になる⼈で、⾼齢者、障がい
 のある⼈、乳幼児のほか、妊産婦、傷病
 者、内部障がい者、難病患者、⾔葉や地
 理に詳しくない外国⼈が対象
＊4警戒レベルは⻑野市、警戒レベル相当
 は国⼟交通省、気象庁、⻑野県が発令

芹田地区自主防災会　身を守るタイムライン（風水害）

⾃主的でためらいの無い、早めの避難    災害から命を守るには、市⺠⼀⼈ひとり

平     時

29





令和6年12月1日

　　

活活動動３３かか年年計計画画

アクションプランの項目 現状 令令和和９９年年度度 達達成成イイメメーージジ令令和和６６年年度度活活動動 令令和和７７年年度度 令令和和８８年年度度

⑦⑦
生生
活活
環環
境境
のの
整整
備備

①①
防防
災災
学学
習習

②②
ママ
イイ
タタ
イイ
ムム
ララ
イイ
ンン

③③
防防
災災
訓訓
練練

④④
防防
災災
備備
蓄蓄
品品
のの
整整
備備

⑤⑤
防防
災災
倉倉
庫庫
のの
点点
検検
等等

⑥⑥
備備
蓄蓄
のの
分分
散散
化化

⑧⑧
遊遊
水水
地地
設設
置置

⑨⑨
校校
庭庭
にに
浸浸
透透
式式
貯貯
水水
槽槽
設設
置置

⑩⑩
家家
庭庭
へへ
のの
雨雨
水水
貯貯
水水
槽槽
設設
置置

推
進
計
画

(

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

)

② 北部ブロック５区
各区での防災訓練実施
・通報、避難誘導、避難所設営

・防犯パトロール➽警察署と連携

② 北部ブロック５区で
・家族タイムライン作成研修実施

・防災士資格取得研修の実施

芹田地区「防災計画」の充実に向けてのアクションプラン

⑴ 防災学習
① 区内小中学校等との合同防災学
② 大規模災害から学ぶ平時の対応
③ 地域公民館での防災ワークショップ
④ その他

⑴ 学校単位で実施しているものの、
地域住民との合同学習の機会がない

⑵ 大規模災害の講演会等、学校とタ
イアップした研修がない

⑶ ３種類のタイムラインの策定推進
① 自治体タイムライン
② コミュニティタイムライン
③ 家族タイムライン

⑵ タイムラインの研修、作成
① 各家庭でのタイムライン作成研修等
② 大規模災害から学ぶ平時の対応
③ その他

⑷ 住民との防災訓練の実施
① 役員主体の防災訓練となっている。
② 子ども達の参加が少ない
③ ブロック合同の防災訓練が未実施
④ 防災士の資格取得者が少ない。

⑹ 防災資機材の整備、充実
① 発電機、投光器等の整備
② トランシーバー、拡声器等の整備
③ テント、簡易トイレ等の整備
④ その他防災資機材の整備

⑺ 耐震化、家具等転倒防止対策
① 各家庭の耐震実態の把握
② 耐震化への支援
③ 家具等転倒防止の推進
④ その他防災資機材の整備

⑶ 合同防災訓練
① 通報訓練
② 避難誘導訓練
③ 避難所運営訓練
④ その他、VAによる浸水体験訓練

⑷ 備蓄品の整備等
① 指定避難所の備蓄状況の把握
② 各家庭の備蓄状況の把握
③ 各区公民館での備蓄実態把握等
④ 防災倉庫の点検等

⑸ 備蓄品等の分散化等
① 各家庭での備蓄の推進
② 要配慮者宅の備蓄の推進
③ 各区公民館ての備蓄の推進

① 芹田小学校
との合同防災
研修実施
② プラザでの
夏休み防災工
作教室実施
・南部、芹田、鍋
屋田の3プラザ

③ 健康ウォー
クで防災倉庫
点検

④ 東口公園で
防災DAYに併せて
防災訓練実施

⑤ 教育委員会との
連携

⑻ 日詰神社北側の市有地への遊水地兼公園の設置
① 平成24年6月豪雨からの要望、② 令和5年3月29日 陳情
③ 令和6年8月雷雨の際、溢水
④ 令和6年12月、市への遊水地設置要望書提出

⑼ 小中学校校庭への浸透式貯水槽の設置要望
⑽ 各家庭での雨水貯水槽設置の推進
① 100L～500L 未満➽25,000円

② 500L以上 ➽50,000円
※平成14年度～令和5年3月まで➽4,096基
・500L以上➽469基
・50L未満➽3,627基
・芹田地区➽222基、設置率 5.4%

① 雨水貯水槽設置
陳情
・令和５年３月２９日
② 日詰神社北側
への遊水地設置要
望提起
③ 令和６年１２月１２
日遊水地設置要望
・日詰区長を主任者
として市への要望書
策定

① ７５歳以上世帯で
の備蓄の推進
② 要配慮者宅へ
備蓄要請
③ 備蓄の分散化
④ 防災資機材

の充実
・トランシーバー
・発電機、投光器
・ジャッキ
・リヤカー
等々

⑤ 助成金申請支援

① 耐震化推進

・７５歳以上宅調査

② 家具等転倒防止

対策の推進

・７５歳以上宅調査

③ 助成金申請支援

① 区内小中学校との合
同防災訓練実施
・避難誘導訓練、避難所設営訓練

・合同防災運動会

② 区内小中学校との合
同防災訓練実施
・避難誘導訓練、避難所設営訓練
・合同防災運動会

③ 区内小中学校との合
同防災訓練実施

・避難誘導訓練、避難所設営訓練

・合同防災運動会

■ ３か年計画で、犀川、裾花川に隣接区を中心として実施し、今後も継続する。

① 東部ブロック７区で
・家族タイムライン作成研修実施

・防災士資格取得研修の実施

③ 西部ブロック５区で
・家族タイムライン作成研修実施

・防災士資格取得研修の実施

■ ３か年計画で、１７区でのタイムライン策定研修、防災訓練の実施

① 東部ブロック７区
各区での防災訓練実施
・通報、避難誘導、避難所設営

・防犯パトロール➽警察署と連携

婦警の配置

③ 西部ブロック５区
各区での防災訓練実施
・通報、避難誘導、避難所設営

・防犯パトロール➽警察署と連携

婦警の配置

① 東部ブロック７区で
・備蓄家庭の実態把握

・各家庭での備蓄要請、あっ旋

・民生指導委員との連携

② 北部ブロック５区で
・備蓄家庭の実態把握

・各家庭での備蓄要請、あっ旋

・民生児童委員との連携

③ 西部ブロック５区で
・備蓄家庭の実態把握

・各家庭での備蓄要請、あっ旋

・民生児童委員との連携

① 東部ブロック７区の
・公民館での備蓄状況調査

・公民館での備蓄要請

・各区での備蓄倉庫設置要請等

① 東部ブロック７区の
・民生児童委員と連携

・要配慮者宅での備蓄状況把握

・要配慮者宅ヘの備蓄要請等

① 東部ブロック７区内
・防災資機材の設備状況把握

・発電機、トランシーバー等

・助成金の紹介等

① 東部ブロック７区内
・耐震化実態把握

・民生児童委員との連携

-2 家具等転倒防止策
・転倒対策済み把握

・転倒防止の推進

■ 長野市役所へバトンタッチ

③ 例年の土木工事等要望調査において、区内用水の溢水箇所の個別対応。

① 学校、地域を巻き込んだ地

域一体合同防災訓練の実施

が行えるようになっている。

② 学校、地域との合同防災運

動会が実施できている。

③ 多くの子ども、地域住民の

参加がしての防災訓練の実施

ができるようになっている。

④ 家庭タイムラインの策定率

が８０%を超えている。

⑤ ８０%を超える役員が防災士

の資格取得者となっている。

① 各ブロックの区民の備蓄率

が８０%を超えている。

② 各区でのトランシーバー、発

電機等防災資機材の配備が

８０%を超えている。

③ 要配慮者宅の備蓄率が

１００％になっている。

④ 各区の全公民館等に、要配

慮者の３日間程度生活できる

備蓄品が確保されている。

① 各ブロックの区民宅の耐震化

率が８０%を超えている。

② また、家具転倒防止策が８０%

の家庭で実施されている。

③ 要配慮者宅では、１００%が家

具等の転倒防止策を講じてい

る。

① 雨水幹線南部2号線が完成

している。

② 豪雨等の際、河川の溢水が

無くなり、床下浸水等がなくなっ

ている。

③ 小学校グラウンド等に貯水

槽が設置されている。

② 南部小学校、芹田小学校の校庭に浸透式貯水槽が設置されている。

⑴⑴ 備備蓄蓄倉倉庫庫のの状状況況
■ 芹田地区の備蓄倉庫の実態

・南部小学校

・鍋屋田小学校
・緑ケ丘小学校
・犀陵中学校

・東口公園

⑵⑵ 備備蓄蓄品品名名
・備蓄食糧−4,200食から6,000食
・緊急用浄水器−各1台
・飲料水袋−各400袋
・紙コップ−各4,000個
・スプーン−各4,000個
・炊き出しセット−各1台
・発電機−各1台、投光器各2台
・電源用コードリール−各2台
・ガソリン携行缶

（20リットル・発電機用）−各1缶
・油圧ジャッキ−各2台、バール各2台
・スコップ各20本、ブルーシート各20枚
・土嚢用袋各400枚

・250L 45,900円 ・140L 32,300円

・1時間に100ｍｍ➽1ｍ四方
の箱に、10㎝の深さになる。

・1lのペットボトル➽100本分
➽100㎏相当

② 北部ブロック５区の
・公民館での備蓄状況調査
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・各区での備蓄倉庫設置要請等
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・公民館での備蓄要請
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・民生児童委員と連携

・要配慮者宅での備蓄状況把握

・要配慮者宅ヘの備蓄要請等

③ 西部ブロック５区の
・民生児童委員と連携

・要配慮者宅での備蓄状況把握

・要配慮者宅ヘの備蓄要請等

② 北部ブロック５区内
・防災資機材の設備状況把握

・発電機、トランシーバー等

・助成金の紹介等

③ 西部ブロック５区内
・防災資機材の設備状況把握

・発電機、トランシーバー等

・助成金の紹介等

② 北部ブロック５区内
・耐震化実態把握

・民生児童委員との連携

-2 家具等転倒防止策
・転倒対策済み把握

・転倒防止の推進

③ 西部ブロック５区内
・耐震化実態把握
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-2 家具等転倒防止策
・転倒対策済み把握

・転倒防止の推進

④ ６０%以上の各家庭で雨水貯水槽の設置ができている。

① 東通りの芹田小学校交差点～川合新田区までの雨水幹線２号線の早期実現へ

⑴ 防災学習
① 区内小中学校等との合同防災学習
② 大規模災害から学ぶ平時の対応
③ 地域公民館での防災ワークショップ
④ その他

② 北部ブロック５区で
・備蓄家庭の実態把握

・各家庭での備蓄要請、あっ旋

・民生委員児童委員との連携

③ 西部ブロック５区で
・備蓄家庭の実態把握

・各家庭での備蓄要請、あっ旋

・民生委員児童委員との連携

① 学校、地域を巻き込んだ地

域一体合同防災訓練の実施

が行えるようになっている。

② 学校、地域との合同防災運

動会が実施できている。

③ 多くの子ども、地域住民が

参加しての防災訓練の実施が

できるようになっている。

④ 家庭タイムラインの策定率

が８０%を超えている。

⑤ ８０%を超える役員が防災士

の資格取得者となっている。

② 北部ブロック５区の
・公民館での備蓄状況調査

・公民館での備蓄要請

・各区での備蓄倉庫設置要請等

③ 西部ブロック５区の
・公民館での備蓄状況調査

・公民館での備蓄要請

・各区での備蓄倉庫設置要請等

② 北部ブロック５区の
・民生委員児童委員との連携

・要配慮者宅での備蓄状況把握

・要配慮者宅ヘの備蓄要請等

③ 西部ブロック５区の
・民生委員児童委員との連携

・要配慮者宅での備蓄状況把握

・要配慮者宅ヘの備蓄要請等

② 北部ブロック５区内
・防災資機材の設備状況把握

・発電機、トランシーバー等

・助成金の紹介等

③ 西部ブロック５区内
・防災資機材の設備状況把握

・発電機、トランシーバー等

・助成金の紹介等

② 北部ブロック５区内
・耐震化実態把握

・民生委員児童委員との連携

-2 家具等転倒防止策
・転倒対策済み把握

・転倒防止の推進

③ 西部ブロック５区内
・耐震化実態把握

・民生委員児童委員との連携

-2 家具等転倒防止策
・転倒対策済み把握

・転倒防止の推進

① 東部ブロック７区で
・備蓄家庭の実態把握

・各家庭での備蓄要請、あっ旋

・民生委員児童委員との連携

① 東部ブロック７区の
・公民館での備蓄状況調査

・公民館での備蓄要請

・各区での備蓄倉庫設置要請等

① 東部ブロック７区の
・民生委員児童委員との連携

・要配慮者宅での備蓄状況把握

・要配慮者宅ヘの備蓄要請等
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① 東部ブロック７区内
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-2 家具等転倒防止策
・転倒対策済み把握

・転倒防止の推進
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芹田地区防災計画（風水害編）

（自然災害から命を守る）

防　災　宣　言

令和 6年３月

芹田地区自主防災会
芹田地区住民自治協議会
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